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はじめに 

 

平成３１年３月２０日付文部科学省初等中等教育局長通知「学校における医療的ケ

アの今後の対応について」では、特別支援学校において日常的に医療的ケアが必要な

児童生徒（以下、医療的ケア児という。）が増加していることや、平成３１年２月２

８日に示された文部科学省の学校における医療的ケアの実施に関する検討会議の最

終まとめにおいて、小・中学校等において医療的ケア児が在籍するようになっている

ことが示されました。また、人工呼吸器の管理等の特定行為以外の医療的ケアを必要

とする児童生徒が学校に通うようになるなど、医療的ケア児を取り巻く環境が変わり

つつあることが示されると共に、小・中学校等を含む全ての学校における医療的ケア

の基本的な考え方を再検討し、医療的ケアを実施する際に留意すべき点などが整理さ

れました。 

鳥取県においても、平成１５年に養護学校における医療的ケアに関するモデル事業

運営協議会（現：鳥取県特別支援教育推進委員会公立学校医療的ケア体制整備検討分

科会）を設置し、医療的ケアが必要な幼児児童生徒の教育に係る理解啓発と体制整備

等について検討を重ね、看護師の体制づくりや鳥取県の学校における医療的ケアの考

え方についてまとめたリーフレットの作成等を行ってきました。 

一方で、前述の最終まとめで示されたように、県内の地域で学ぶ医療的ケア児が

年々増えてきており、公立学校において医療的ケアを実施するに当たって、市町村教

育委員会や学校等における事前の準備等に係る整理が課題となりました。 

そこで、医療関係者、保護者、市町村教育委員会、福祉部局、小・中学校、高等学

校、特別支援学校の管理職等の関係者から様々な視点での御意見をいただきながら、

公立学校における医療的ケアをまとめた、「鳥取県版公立学校における医療的ケア体

制ガイドライン」を策定しました。 

本ガイドラインを活用した医療的ケアの実施により、医療的ケアを必要とする全て

の児童生徒等の教育がより一層充実し、鳥取県の特別支援教育の更なる推進につなが

ることを願っています。 

 

令和２年６月
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・「看護師による気管カニューレの事故抜去等の緊急時における気管カニューレの再挿入

について」（文部科学省初等中等教育局特別支援教育課長通知：平成３０年５月１１日

より） 

・「医師法第１７条、歯科医師法第１７条及び保健助産師看護師法第３１条の解釈につい

て」（厚生労働省老健局振興課長通知：平成１７年７月２８日） 

・「盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の取扱いについて」（文部科学省初等中等教育

局長通知：平成１６年１０月２２日） 

・「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の公布について」（文部科学省初

等中等教育局長通知：令和３年６月１８日） 

・「医師法第 17 条、歯科医師法第 17 条及び保健師助産師看護師法第３１条の解釈につい

て（その２）（周知）」（文部科学省初等中等教育局特別支援教育課事務連絡：令和５年

１月２６日） 

・「医師法第 17 条、歯科医師法第 17 条及び保健師助産師看護師法第３１条の解釈につい

て（その３）（周知）」（文部科学省初等中等教育局特別支援教育課事務連絡：令和８年

３月１１日） 
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１ 学校における医療的ケアとは 

文部科学省は、学校における医療的ケアについて、「医療的ケア」とは、一般的に

学校や在宅等で日常的に行われている、たんの吸引・経管栄養・気管切開部の衛生管

理等の医行為と示しています。 

特別支援学校に在籍する医療的ケア児が年々増加するとともに、小・中学校等にお

いても医療的ケア児が在籍するようになってきています。また、人工呼吸器の管理等

の高度な医療的ケアを必要とする医療的ケア児も増えています。 

学校において、安全に医療的ケアを実施するために、医療的ケアに係る各関係者が

相互に連携協力しながらそれぞれの役割において責任を果たしていくことが求めら

れます。 

 

 

 

２ 学校における医療的ケア実施の意義

文部科学省は、学校における医療的ケアの意義について「学校は、児童生徒等が集

い人と人との触れ合いにより人格の形成がなされる場であり、学校における教育活動

を行う上では、医療的ケアの有無に関わらず、児童生徒等の安全の確保が保障される

ことが前提である。こうした観点から、学校における医療的ケアの実施は、医療的ケ

ア児に対する教育面・安全面で、大きな意義を持ちます。具体的には、医療的ケア児

の通学日数が増加し、日々の授業の継続性が保たれることで、教育内容が深まったり、

教職員と医療的ケア児との関係性が深まったりするなどの本質的な教育的意義があ

る。」と示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※文部科学省行政説明「学校における医療的ケアの現状と学校に勤務する看護師の役割について」を一部修正 

学校において医療的ケアを実施する意義について 

学校において医療的ケアを実施することで 

○教育機会の確保・充実 

授業の継続性の確保、訪問教育から通学への移行、登校日数増加 

○経管栄養や導尿等を通じた生活リズムの形成 

（健康の保持・心理的な安定） 

○吸引や姿勢変換の必要性など自分の意思や希望を伝える力の育成 

（コミュニケーション・人間関係の形成） 

○排痰の成功などによる自己肯定感・自尊感情の向上 

（心理的な安定感・人間関係の形成） 

○安全で円滑な医療的ケアの実施による信頼関係の構築 

（人間関係の形成・コミュニケーション） 

※（ ）内は対応する学習指導要領「自立活動」の区分の例 
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※文部科学省行政説明「学校における医療的ケアの現状と学校に勤務する看護師等の役割について」を一部修正 

 

 

 

３ 学校における医療的ケアに関する基本的な考え方 

学校において医療的ケアを実施する際は、教育委員会が中心となりながら必要な体

制を整備するとともに、次のような基本的な考え方を、医療的ケア児に関わるすべて

の関係者が共通理解しておくことが必要です。 

 

（１）関係者の役割分担 

・学校は、児童生徒等が集い、人と人との触れ合いにより人格の形成がなされる

場であり、学校における教育活動を行う上では、医療的ケアの有無にかかわら

ず、児童生徒等の安全の確保が保証されることが前提です。こうした観点から、

学校における医療的ケアの実施は、教育面・安全面で、大きな意義を持ちます。

具体的には、児童生徒等の通学日数が増加し、日々の授業の継続性が保たれる

ことで、教育内容が深まったり、教職員と児童生徒等との関係性が深まったり

するなどの本質的な教育的意義があります。 

・教育委員会や学校、主治医や保護者など、医療的ケア児に関わる者それぞれが

責任を果たし、学校における医療的ケアの実施に当たることが必要です。 

（２）医療関係者との連携 

・地域の医師会や看護団体等の協力を得て、小児医療や在宅医療などの専門的知

見を活用することが必要です。指示書に責任を持つ主治医との連携も不可欠で

す。 

・医療的ケアを実施する学校には、基本的に医師が常駐しないので、あらかじめ

児童生徒の主治医（以下、主治医とする）が指示書を学校又は教育委員会宛に

作成する必要があります。指示書の提供を受けた学校又は教育委員会は、指示

書の内容を医療的ケアの実施者に対して正確に伝達し、各学校において指示書

の内容に従って、医療的ケアを実施しなければなりません。このため、学校と

指示書の内容に責任を負う主治医との連携は不可欠です。 

 

教育活動 医療的ケア 

密接に連携 

 

☆学校看護師（以下、看護師）は、その専門性を活かして医療的ケア

を進め、教員が、その専門性を活かしてサポートする。 

☆教員は、その専門性を活かして授業を進め、 

看護師が、その専門性を活かしてサポートする。 

看護師の専門性 教員の専門性 

双方がその専門性を発揮して 

児童生徒の成長・発達を最大限に促す 



3 

 

（３）保護者との関係 

・保護者から、健康状態や医療的ケアの頻度、緊急時の対応などについて説明を

受けた上で、学校で対応できる範囲について、合意形成を図ることが重要です。 

・体調不良時に無理な登校を控えたり、緊急時の連絡手段を確保したりするなど

保護者との日々の情報交換を密にすることが必要です。 

・保護者の付添いについては、本人の自立を促す観点からも、真に必要と考えら

れる場合に限るよう学校は努めることが大切です。やむを得ず協力を求める場

合には、代替案などを十分に検討した上で、真に必要と考える理由や付添いが

不要になるまでの見通しなどについて丁寧に説明することが必要です。 

 

 

 

４ 学校における医療的ケアの実施に係る役割分担例について 

医療的ケア児が在籍する学校やその設置者である市町村教育委員会は、安全に医療

的ケアを実施するため、関係者の役割分担を整理し、各関係機関が相互に連携協力し

ながらそれぞれの役割において責任を果たしていくことが重要です。 

また、市町村教育委員会や学校、保護者だけでなく、医療行為についての責任を負う主

治医など、医療的ケア児に関わる者それぞれが、学校における医療的ケアの実施に当たり、

責任を果たすことが必要です。 

 

 

 

 

（１） 市町村教育委員会（小中学校等の例）の役割 

・学校における医療的ケアに係るガイドライン等の策定 

・医療的ケアを実施する看護師等の確保（雇用や派遣委託） 

・医療的ケアを実施する教職員、雇用した看護師等への研修 

・学校への助言や医療的ケアの実施状況の把握 

※市町村教育委員会は、学校に配置する看護師等の専門性向上を図るために、

市町村の医療部局や福祉保健部局等との連携の上、看護師等が実践的・臨床

的な研修を受ける機会を確保するとともに、学校での医療的ケアの意義や
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他職種との協働を理解するための研修機会を提供することが必要です。ま

た、地域の医師会・看護団体等主催の研修を受講する機会を与えるのも有効

です。 

・ヒヤリ・ハットの等の事例の蓄積及び分析 

※鳥取県立特別支援学校ではより安全で確実な医療的ケアを実施するため、

各学校においてヒヤリ・ハット※１事例の蓄積・分析など、定期的に評価、

検証を行い、安全確保に努めています。場合によっては、ヒヤリ・ハット

事例を自校のみの情報に止めるのではなく、プライバシー保護に十分配慮

した上で、各県立特別支援学校は特別支援教育課へ報告し、鳥取県特別支

援教育推進委員会公立学校医療的ケア体制整備検討分科会等において共

有します。 

・医療的ケア実施についての体制等について保護者や医療関係者等への周知 
※１ 重大な災害や事故には至らないものの、直結してもおかしくない一歩手前の

事例の認知をいう。文字通り、「突発的な事象やミスにヒヤリとしたり、ハッと

したりするもの」のことである。 

 

（２） 校長・副校長・教頭等 

・学校における医療的ケア実施要領の策定 

・医療的ケア安全委員会等の設置・運営 

・各教職員の役割分担の明確化 

・外部も含めた連携体制構築・管理・運営 

・本人・保護者への説明 

・市町村教育委員会へ医療的ケア実施等の報告 

・学校に設置された看護師等・教職員等の服務監督 

・緊急時の体制整備 

※緊急対応マニュアルを作成し、医療的ケアに関する事故が発生した場合、

速やかに緊急時の対応を図ることが大切です。再発防止の観点から、経過

記録をもとに関係者間における情報共有を十分に行います。 

・看護師の勤務管理 

・校内外関係者からの相談対応 

 

（３） 看護師 

・医療的ケア児のアセスメント 

・医療的ケア児の健康管理 

・学校における医療的ケアの実施 

・主治医、学校医、医療的ケア指導医等医療関係者との連絡・報告 

・教職員・保護者との情報共有 

・教職員への指導・助言 

・医療的ケアの記録・管理・報告 

・必要な医療器具・備品等の管理 

・指示書に基づく個別マニュアルの作成 

・緊急時の対応 

・教職員全体の理解啓発への協力 

・外部関係機関との連絡調整 
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（４）全ての教職員 

・医療的ケア児と学校における医療的ケアの教育的意義の理解 

・医療的ケアに必要な衛生環境の理解 

・緊急時のマニュアルの作成と協力 

・自立活動の指導等 

 

（５）養護教諭（上記「（４）全ての教職員」の役割に加えて） 

・医療的ケア実施に関わる環境整備 

・児童生徒等の健康状態の把握 

・保健管理等の支援 

・主治医、学校医、医療的ケア指導医等医療関係者との連絡・報告 

・看護師と教職員との連携支援 

・研修会の企画・運営への協力（看護師と連携して） 

※校内連携のため、医療的ケアを実施しない教職員に対しても、医療的ケアの

基礎知識に関する校内研修を実施することが大切です。 

 

（６）学校医 

・医療的ケアの実施要領や個別マニュアル等の確認 

・個々の実施に当たっての指導・助言 

・主治医との連携 

・巡回指導 

・緊急時に係る指導・助言 

・医療的ケアに関する研修 

・課外活動や宿泊学習への参加の判断に当たっての指導・助言 

 

（７）主治医 

・本人や学校の状況を踏まえた書面による指示 

・緊急時に係る指導・助言 

・個別の手技に関する看護師への指導 

・個別マニュアル・緊急時マニュアルへの指導・助言・承認 

・学校への情報提供（教育委員会の委嘱した学校医・医療的ケア指導医との連

携、看護師等や教職員との連携・面談、巡回相談など） 

・保護者への説明 

 

（８）保護者 

・学校における医療的ケアの実施体制への理解と医療的ケア児の健康状態の学

校への報告 

・学校との連携・協力 

・定期的な医療機関への受診（主治医からの指示を仰ぐ） 

・健康状態の報告 

・医療的ケアに必要な医療器具等の準備（学校が用意するものを除く） 

・緊急時の対応 

・緊急時の連絡手段の確保 

・学校と主治医との連携体制の構築への協力 
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（９）県教育委員会 

・特別支援教育推進委員会公立学校医療的ケア体制整備検討分科会の設置・運 

 営 

・市町村教育委員会からの医療的ケアに関する相談への対応 

・看護師、教員、養護教諭、市町村教育委員会事務局員職員を対象とした、医療

的ケアに関する研修会の実施 

 

（10）鳥取県医療的ケア児等支援センター 

・医療的ケア児等の様々な相談への総合的な対応 

・関係機関等への専門的な相談への対応 

・地域で実施する協議会、支援会議等への参画 

・医療的ケア児の支援者への研修、技術支援 

★連絡先等詳細はこちら→ https://icare.doaikai.jp/ 

 

 

 

５ 学校における実施体制の在り方 

市町村教育委員会の総括的な管理体制の下に、各学校において学校長を中心に組織

的な体制を整備します。また、医師等、保護者等との連携協力の下に体制整備を図る

ことが大切です。 

医療的ケアは看護師が行いますが、教育委員会の指導の下に、基本的に個々の学校

において、個々の児童生徒等の状態に照らしてその安全性を判断しながら、対応可能

性を検討します。その際には主治医又は指導医、学校医や学校配置の看護師等を含む

学校関係者において慎重に判断します。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校における医療的ケアの実施までの流れ（例） 
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（１）学校における医療的ケアを実施する場合の具体的な手続きについて（例） 

医療的ケアの実施にあたっては、以下の①～⑥の手続きを年度ごとに行います。 

なお、年度内に医療的ケアの実施内容に変更がある場合も、同様の手続をとります。 

① 学校で医療的ケアを希望する児童生徒等の保護者は、申請書を学校長へ提出し

ます。 

② 校長は、保護者を通して主治医に指示書の作成を求めます。その際、必要に応じ

て学校での安全な実施について主治医に確認を行います。 

③ 校長は指示書の内容について、学校において実施することが問題ないことを学

校医に確認します。 

④ 校長は、指示書の内容を校内委員会等で検討し、決定した実施内容を保護者に通

知します。 

⑤ 保護者は、学校長からの決定通知を受け、医療的ケアの実施についての承諾書を

学校長に提出します。 

⑥ 校長は、医療的ケアの実施を決定（変更の場合は変更を決定）した児童生徒等に

ついて、市町村教育委員会に報告します。 
 

（２）学校における医療的ケアを実施する上での留意点 

・看護師がより安心して医療的ケアを実施するためには、医療関係者と直接意見交

換・相談できる体制の構築、「チーム学校」の一員として他の教職員とのコミュニ

ケーションも重要です。 

・「個別の教育支援計画」を作成する際に、主治医や訪問看護ステーションの看護師

から情報を得たり意見交換したりすることが望ましいです。 

・各学校は、以下のような安全確保のための措置を講じ、これらを実施要領として

策定することが必要です。 

■教職員と看護師との役割分担や連携の在り方 

■医療的ケアの実施に係る計画書や報告書の作成 

■危機管理への対応を含む個別マニュアルの作成 

■緊急時の対応 

■ヒヤリ・ハット事例の共有 

■近隣の関係機関（福祉・医療等）との連絡体制の整備等 

・医療的ケア安全委員会の設置や運営、個々の医療的ケアの実施に当たっては、主

治医のほか、学校医に指導や助言を求めることが必要です。なお、緊急時に備え、

携帯電話やタブレット端末等を活用した連絡体制を構築することが望ましいです。 

・医療的ケアに関する事故が発生した際の対応については、「学校事故対応に関する

指針（平成２８年３月３１日２７文科初第１７８５号文部科学省初等中等教育局

長通知）」を踏まえ、応急手当や迅速な救急車の要請、保護者への対応、学校設置

者への報告等を、適切に行う必要があります。 
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６ 学校における医療的ケアの例 

看護師の実施する学校における医療的ケアは、経管栄養、たんの吸引、導尿、その

他の医療的ケアであって学校において実施可能と学校長が認めた範囲であり、例えば

以下のような内容があります。 

栄養 

●経管栄養（鼻腔に留置されている管からの注入） 

●経管栄養（胃ろう） 

●経管栄養（腸ろう） 

経管栄養（口腔ネラトン法） 

IVH中心静脈栄養 

呼吸 

●口腔・鼻腔内吸引（咽頭より手前まで） 

口腔・鼻腔内吸引（咽頭より奥の気道） 

●気管切開部（気管カニューレ内）からの吸引 

気管切開部（気管カニューレ奥）からの吸引 

経鼻咽頭エアウェイ内吸引 

気管切開部の衛生管理 

ネブライザー等による薬液（気管支拡張剤等）の吸入 

経鼻咽頭エアウェイの装着 

酸素療法 

人工呼吸器の使用 

カフアシスト 

排泄 
導尿 

浣腸 

その他 

血糖値測定 

インスリン注射 

その他 

●：特定行為※１ 

・医師や看護師等の免許を持たない者は、反復継続する意思をもって医行為を行うこ

とができないが、平成２４年度の制度改正により、教員等も、医行為のうち、たん

の吸引等の５つの特定行為※１に限り、研修を終了し、都道府県知事に認定された場

合には「認定特定業務従事者」として、一定の条件の下で実施できることとなりま

した。 

※１認定された教職員等（認定特定行為業務従事者）が一定の条件の下に実施可（鳥取県におい

ては児童等の医療的ケアは、看護師が実施します。） 
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【参考】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文部科学省行政説明「学校における医療的ケアへの対応について」 
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７ 災害時の対応 

 近年、日本各地で様々な災害が発生し、どの地域であっても、いつ起きてもおかし

くない状況にあります。人工呼吸器、酸素濃縮器、吸引器、経管栄養ポンプ等、様々

な医療機器を使用している医療的ケア児にとって、災害時の電源の確保は非常に重要

です。 

  医療的ケア実施校では、災害時にも医療的ケアが実施できるよう、医療的ケア児の

状態に応じて医療材料や医療器具、非常食等を準備及び備蓄しておく必要があること

から、災害時の対応について学校関係者や地域、保護者を含め、あらかじめ協議し、

共通理解しておく必要があります。特に人工呼吸器等の医療機器を使用する医療的ケ

ア児がいる場合には、電源の確保や日頃から必要とする医療機器のバッテリー作動時

間の確認等の点検、停電時の対応を学校関係医者や保護者との間で事前に確認してお

くことが必要です。 

  災害による停電を想定した備えについては、以下のような点も参考とし、各学校等

においてマニュアルの作成や定期的な訓練の実施、関係機関との確認等が必要です。 

 

【災害対策（停電）チェックポイント】 

□ハザードマップなどで学校所在地域の災害リスクを確認する。 

□地震の際に、建具、医療機器などが児童生徒等へ倒れたり、落下したりしないか確

認する。 

□停電に備えて、懐中電灯などの照明器具を準備する。 

□人工呼吸器、吸引器等、停電時にも使用しないといけない医療機器を確認する。 

□バッテリーの充電方法、充電時間、バッテリーの駆動時間を確認する（仕様書にあ

るバッテリー駆動時間は目安であり、仕様通りの性能を常に期待できるわけではな

いことに留意する）。 

□コンセントを抜いて（停電時と同様の状態にして）、医療機器が稼働するか、稼働

した時に画面表示がどのように変わるか、稼働時間の残りをどのように確認すれば

よいか、さらにバッテリー稼働に変わった時にすべき操作（例 消音ボタンでアラ

ームを消す）を確認する。 

□学校で医療機器を使用するための必要な消費電力を確認する。 

□停電時にはどのようにして電源を確保するか確認する。 

□停電時の医療機器の対応や連絡先についての情報を保護者や医療機器メーカーか

ら得ておく。 

□近隣で電力の提供を受けられるところがあるか確認しておく。 

□電力を使わない他の方法も準備しておく（手動吸引器やアンビューバックなど）。 

□非常用発電機等の操作方法を確認・習得しておく。 

 
 参考：「医療機器が必要な子供のための災害対策マニュアル～電源確保を中心に～第 3 版」 

（国立研究開発法人国立成育医療研究センター） 
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８ 鳥取県特別支援教育推進委員会公立学校医療的ケア体制整備検討分科会について 

総括的な管理体制を構築するためには医療・福祉などの知見が不可欠です。鳥取県

では教育、福祉、医療等の関係者、保護者の代表者などで構成される鳥取県特別支援

教育推進委員会公立学校医療的ケア体制整備検討分科会を設置し、学校における医療

的ケアについて、実施体制の整備と充実に向けた検討を行っています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

密接な連携 指示書 

報告・確認 域内に共通

する重要事

項の検討 

密接な連携 

密接な連携 密接な連携 

県立学校 

医療的ケア安全委員会 

・校長 ・学級担任等 

・養護教諭 ・看護師 

・教職員等 ・学校医 

主治医 保護者 

市町村（学校組合） 

教育委員会 

報告・確認 

公立学校 

医療的ケア安全委員会 

・校長 ・学級担任等 

・養護教諭 ・看護師 

・教職員等 ・学校医 

指示書 

主治医 保護者 

域内に共通

する重要事

項の検討 

 

学校の 

代表者 
福祉保健部 

保護者の 

代表者 

看護団体 

県教育委員会 

特別支援教育推進委員会公立学校医療的ケア

体制整備検討分科会 

医療機関 
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９ 医療的ケアが必要な市町村立学校に在籍する児童生徒学習支援事業実施要項につい

て（参考） 

医療的ケアが必要な児童生徒が、健全で安全な学校生活を送るためには、学校生活

全般にわたって、きめの細かい配慮が必要です。 

そこで、学校において日常的に医療的ケアが必要な児童生徒に対し、安全かつ適切

に医療的ケアを行うための実施体制の整備が大切です。そのための、要項や各種様式

を以下のとおり参考とし示します。 
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医療的ケアが必要な市町村立学校に在籍する児童生徒学習支援事業実施要項（参考） 

 

○○教育委員会 

 

１ 目 的 

日常的に医療的ケアを必要とする児童生徒（以下、「児童等」という。）が通学す

る市町村立学校に看護師を配置することにより、児童生徒等に安全な学習環境を整備

し、もって児童等の教育の充実を図ることを目的とする。 

 

２ 対象となる児童等 

原則として、市町村立学校に在籍する児童等とする。 

 

３ 医療的ケア実施場所 

市町村立学校内で実施するものとする。 

 

４ 医療的ケアの実施者 

（１）原則として、学校に配置された看護師の実施を優先とする。 

（２）学校長が、教育の充実を図る上で必要と考える場合において、看護師と連携の下、

教員が実施することも可能とする。 

 

５ 医療的ケアの範囲 

（１）看護師の実施する行為は、経管栄養、たんの吸引、導尿、その他の医療的ケアで

あって、学校において支障がないと学校長が認めた範囲とする。 

 

６ 校内における医療的ケア実施体制の整備について 

（１）学校内（学校周辺を含む）で医療的ケアを実施するにあたり、在籍学校長、看護

師、養護教諭、学校医等からなる校内委員会を設置し、校内体制の整備・充実を図

る。 

① 医療的ケア実施の適否の判断や実施の管理等を行う。 

② ヒヤリハット事例の蓄積・分析など、定期的に評価、検証を行い、安全確保に

努めること。 

③ 災害時にも医療的ケアが実施できるよう、医療機器や非常食等の準備及び備蓄

等について、あらかじめ保護者と協議・確認する。 

（２）学校における医療的ケアの取組を学校全体のものとするため、研修体制を整備す

る。 

① 全教職員を対象とした研修 

② 看護師を対象とした研修 

③ その他必要と認める研修 

（３）該当学校において緊急時の対応について体制を整備する。 

（４）校内感染の予防等、安全・衛生面の管理について体制を整備する。 

 

７ 医療的ケアの実施方法 

（１）医療的ケアを実施する場合の具体的な手続きについて 

医療的ケアの実施にあたっては、以下の①～⑥の手続きを年度ごとに行うものとす

る。 
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① 学校で医療的ケアを希望する児童生徒等の保護者は、申請書（別紙様式１）を

学校長へ提出する。 

② 学校長は、保護者を通して主治医に指示書（別紙様式２）の作成を求める。そ

の際、必要に応じて学校での安全な実施について主治医に確認を行う。 

③ 学校長は指示書の内容について、学校において実施することが問題ないことを

学校医に確認する。 

④ 学校長は、指示書の内容を校内委員会で検討し、決定した実施内容を保護者に

通知（別紙様式３）する。 

⑤ 保護者は、学校長からの決定通知を受け、医療的ケアの実施についての承諾書

（別紙様式４）を学校長に提出する。 

⑥ 学校長は、医療的ケアの実施を決定（変更の場合は変更を決定）した児童生徒

等について、○○教育委員会に報告（別紙様式５）する。 

 

（２）看護師が医療的ケアを実施する上での留意点 

① 看護師は、年度当初に保護者同席の上、指示書により学校医等の指示を受ける

こと。ただし、保護者がやむを得ない事由で同席できない場合は、予め保護者の了

解を得た上で、看護師は指示書により学校医等の指示を受けること。 

  なお、看護師は、当該児童等の病状について事前に主治医及び保護者から説明

を受け、当該児童等の健康状況について十分に把握しておくこと。 

② 看護師は、医療的ケアを行うに当たって、事前に主治医又は学校医等（以下、

「主治医等」という。）から当該医療的ケアについて十分な説明を受けるととも

に、必要に応じて主治医等の指導による当該医療的ケアに係る研修等を受けるこ

と。 

③ 看護師は、当該児童等に対し、学校医等からの指示書に示された内容に限り医

療的ケアを行うこと。 

④ 看護師は、当該児童等が登校する日の当該児童等の健康状態や病状について、

連絡帳等を通じて保護者と十分に連絡をとり把握すること。 

⑤ 看護師は、医療的ケア実施状況等を看護師勤務記録簿（別紙様式６）に記録し、

毎日該当学校長に報告するとともに、児童生徒別医療的ケア記録簿（別紙様式７）

についても記録し、必要に応じて学校医等に報告し、必要な指示を受けること。 

⑥ 看護師は、当該児童等の健康管理上必要と認めたとき、若しくは保護者、在籍

校長等から申請があったときは、随時学校医等から必要な指示を受けること。 

⑦ 看護師は、医療的ケアの前後に万一異常が生じた場合は、在籍学校長に報告す

るとともに、保護者及び主治医等に速やかに連絡をとり、その指示の下に適切な

対応をとること。 

 

８ 看護師の任用及び勤務時間並びに勤務場所 

（１）市町村（学校組合）が任用する場合 

① 採用候補者の任用については、校長の内申を受けて、市町村（学校組合）教育

委員会が行う。 

② 勤務時間は、児童等の登校日に週○○時間を超えないものとする。 

③ 看護師が、常時勤務する場所は職員室とするが、医療的ケアの必要に応じて巡

回先の学校内の適切な場所で勤務をするものとする。 

④ このほか看護師の身分取扱いに関しては、非常勤職員の任用等に関する取扱要

領の定めるところによるものとする。 
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（２）業務を委託する場合 

① 別に定める仕様書により実施するものとする。 

 

９ その他 

（１）医療的ケアに必要な文書、医療器材等は、医療機関において準備するものとし、そ

の費用は保護者が負担すること。 

（２）保護者は、定期的に主治医の診察を受け、適切な指示を受けること。 

（３）看護師不在の場合は、保護者の協力を求めることができるものとすること。 

（４）在籍学校長は、県立特別支援学校にヒヤリハットの事象を学期終了後速やかに報

告（別紙様式８）すること。 

   なお、報告するヒヤリハットの事象内容については、児童等の身体の健康状態に

関することとする。 

（６）別紙様式１～８については、本事業を実施した翌年度から５年間整理保存する。 

 

附則 

 この実施要項に定める事項は、令和 年 月 日から施行する。 
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別紙様式１ 

（新規・継続） 

 

医療的ケア実施申請書（参考） 
 

令和  年   月   日 

 

 ○○学校長 様 

 

 当該児童生徒に、下記のとおり、医療的ケアを実施してくださるようにお願

いします。 
 

記 

 

児童生徒氏名 

（生年月日） 

 

 

（平成  年  月  日） 

性
別 

 
学部 

学年 

 

 

申 請 理 由 
 

申 請 内 容 

（該当項目をチェック） 

【学校配置の看護師による医療的ケア】 

□ 吸引（口腔内・鼻腔内）   □ 吸引（気管内） 

□ 吸入（水分のみ）      □ 吸入（薬液） 

□ 経管栄養（経鼻胃管留置）  □ 経管栄養（口腔ネラトン法） 

□ 経管栄養（胃ろうチューブ） □ 経管栄養（腸ろうチューブ） 

□ 導尿  

□ その他 

 

 

 

 

また、当該児童生徒の医療的ケアに関して、必要が生じた場合、学校か

ら直接医療機関（主治医等）への相談、質問等を行っていただくことを了

解します。 
 

                  住所 

               保護者 

                 氏名             ㊞ 

 

【教員による医療的ケア】 

□  咽頭より手前までの吸引 

□  経管栄養開始後の対応  
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別紙様式２ 

医療的ケアに係る指示書（参考） 

 

○○学校長 

             様 

看護師    

 

     年   組    さんに対する医療的ケアとして、以下の通り指

示します。 

 

【看護師が実施する医療的ケアの内容及び方法】 
 

 

吸 

 

 

引 

 

 

 □ 口腔内吸引 □ 鼻腔内吸引 □ 気管内吸引 

チューブ （    ）Fr （    ）Fr （    ）Fr 

挿入長  □咽頭手前まで   

□(     )ｃｍまで 

□(     )ｃｍまで □(    )ｃｍカニューレ入口か

ら 

□(    )ｃｍフレックスチュー

ブ蓋から 

吸引時間 □１０秒以内  

□（  ）秒程度 

□１０秒以内  

□（  ）秒程度 

□１０秒以内  

□（  ）秒程度 

その他注意事項等 

 

 

 

吸 

 

 

入 

 

 

 

 □ 水分のみ □ 薬 液 

吸

入

時

期 

適 宜・食事前 ・ 時間指定  時  分頃 

 

※変動可能な範囲 

時間指定より（     ）分前後 

適 宜・食事前・ 時間指定  時  分頃 

 

※変動可能な範囲 

時間指定より（     ）分前後 

内 

容 

水分・量 ml 

(      )を(         )ml 

薬液名・量 ml 

(                      ) 

体調変化により吸入が必要となる判断・対応等その他注意事項等 

 

 

 

 

 

経 

 

管 

 

栄 

 

養 

□経鼻胃管留置による注入     □抜去時指示あり  □抜去時指示なし 

□口腔ネラトン法による注入    ※挿入が必要な場合  

□胃ろうチューブからの注入    チューブ (       )Fr 挿入長(      )cm 

□腸ろうチューブからの注入          

 □水 分 補 給 □栄 養 注 入  

時  

間 

・ 

内 

容 

□シリンジ □イルリガートル □ポンプ 

 

 時  分頃 【内容】   ml 分 

 時  分頃 【内容】   ml 分 

 時  分頃 【内容】    ml  分 

     

□シリンジ □イルリガートル □ポンプ 

 

 時  分頃 【内容】   ml 分 

 時  分頃 【内容】   ml 分 
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胃

残

指

示 

□胃残指示あり 

 

 

 

 

□胃残指示なし 

□胃残指示あり 

 

 

 

 

□胃残指示なし 

体調変化による判断・対応等その他注意事項等 

 

 

導 

 

尿 

 

時

間

・

薬

液 

 時  分頃 

 時  分頃 

 時  分頃 

 時  分頃 

 時  分頃 

□薬液注入あり 

 時  分時に(          )を(     ml )注入  

 

 

□薬液注入なし 

 

そ

の

他 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

【看護師との連携のもと教員が実施する医療的ケアの内容及び方法】 
○ 咽頭より手前までの吸引 

 

 

○ 経管栄養開始後の対応 

     □ 滴下速度の調節   □ 注入開始後の白湯等の注入 

 

 

令和  年  月  日    医療機関名： 

 

主治医名：              印 
 

＜学校医意見欄＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 令和 年  月  日   学校医名：           印  
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別紙様式３ 

 

医療的ケア実施通知書（参考） 

 

令和  年  月  日 

 

             様 

 

      ○○学校長  印 

 

 令和  年  月  日に申請のありました医療的ケアの実施について、検討の結果、下

記の内容で実施することになりましたので通知します。 

 

記 

 

１ 児童生徒氏名        年   組    

 

               氏 名              

 

 

 

２ 実 施 期 間     令和  年  月  日から 

               令和  年  月  日まで 

 

 

３ 実施する医療的ケアの内容及び実施者職・氏名 

実施する医療的ケアの内容 実施者職・氏名 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

※ 教員による医療的ケアの実施通知書は、主治医等が実施可能と承認した日以降に追加

で通知。 
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別紙様式４ 

医療的ケア実施承諾書（参考） 

 

 

令和      年   月   日 

 

 

    ○○学校長  様 

 

 

学 年                

児 童 生 徒 氏 名                

保 護 者 氏 名              ㊞ 

 

 

 

 

 このたび、医療的ケアの実施内容について、医療的ケア実施通知書（令和 年 月 日付）を受け

取りました。 

 通知内容について承諾します。 
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別紙様式５ 

文 書 番 号 

令和  年  月  日 

 

 

 ○○教育委員会教育長 様 

 

 

      ○○学校長  印 

 

 

   医療的ケアの実施について（報告）（参考） 

 

 

 このことについて、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

児童生徒氏名 学年 性別 
看護師の実施する 

医療的ケア内容 

教員の実施する 

医療的ケア内容 
実施教員名 
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別紙様式６－１ 

 

看 護 師 勤 務 記 録 簿（参考） 
 

令和  年   月   日 （   ） 

 

看護師勤務者数   名 

勤務者氏名 勤 務 時 間 備  考 

    ：    ～    ：  

    ：    ～    ：  

    ：    ～    ：  

    ：    ～    ：  

    ：    ～    ：  

 

 

医療的ケア実施幼児児童生徒数   名 

実施した医療的ケア内容 実施児童生徒数 実 施 件 数 

吸引 名 件 

吸入 名 件 

経管栄養 名 件 

導尿 名 件 

そ の

他 

 

気管切開部処置 名 件 

人工呼吸器着脱管理 名 件 

 名 件 

合計 名 件 

 

 

特記事項等 

 

 

 

 

 

 

 

記載責任者名  校 長 ㊞ 
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別紙様式６－２ 

 

看 護 師 勤 務 記 録 簿 （ 参 考 ） 

  令和  年   月   日 （   ） 

 医療的ケア実施対象者氏名 時  間 医療的ケアの内容  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

所 
 

感 

 

 

 

 

 

 

 

  

勤務看護師名  校長 ㊞ 
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別紙様式７ 

児童生徒別医療的ケア記録簿（看護師用）（参考） 

児童生徒名  

看護経過記録 № 

月 

 

日 

時間 症状及び経過 処 置 実施者名 
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別紙 

医療的ケアにおけるヒヤリハットアクシデント整理について 

 

令和 年 月 日 

〇〇教育委員会 

 

１ 事象レベルとヒヤリハットアクシデントの分類 

レベル 内    容 分 類 

０ アクシデントにつながる可能性に気づいたが、幼児児童生徒に

は直接の影響がなかった。 

ヒヤリハット 

１ 間違いがあったが、幼児児童生徒には変化が生じなかった。処

置等は行わなかったが、一時的に観察を強化した。 

２ 間違いがあり、幼児児童生徒に何らかの変化が生じ、簡単な処

置や一時的な受診の必要性が生じた。 

アクシデント 

３ 事故により、幼児児童生徒に何らかの変化が生じ、病院搬送や

継続的な治療が必要となった。 

重大な 

アクシデント 

４ 事故により、生活に影響する永続的な後遺症が残った。 

５ 事故が死因となった。 

 

２ 学校の対応と報告 

レベル０～１ 

○校内で集約、分析を行い、教職員が対応策を共有できるようにする。 

○対応の概要を学期末に○○教育委員会に報告する。 

※ヒヤリハットで分類されているが、レベル０と１は大きな違いがあることに留意。レベル０

の気づきを増やし、レベル１以上の発生を減少させるように取り組む。 

レベル２ 

○校内で集約、分析を行い、教職員が対応策を共有できるようにする。 

○所定様式により、学期末に○○教育委員会に報告する。 

レベル３～５ 

○速やかに○○教育委員会に一報を入れ、所定様式により○○教育委員会に報告する。 

○校内（場合により〇〇教育委員会も同席）で原因と再発防止策を検討し、組織的対応の徹底を

図る。 

  

 

 

 

  

レベル１以上については本人の状況を確認しつつ、速やかに保護者に連絡する。 
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様式 

文 書 番 号 

令和  年  月  日 

 

 

 

 ○○教育委員会教育長 様 

 

 

○○学校長  印 

 

 

   アクシデント事象について（報告） 

 

 

 このことについては、下記のとおりです。 

 

記 

 

１ 期間  令和  年  月  日（  ）～令和  年  月  日（  ） 

（レベル３～５においては、「期日」） 

 

２ 事象について 別紙 
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医療的ケア等に関するアクシデント報告書 

令和  年  月  日 

アクシデント概要 

発 生 日 時 令和  年  月  日（ ）  時  分 

実施者職名 

□教諭 □養護教諭 

□講師 □看護師 

□その他（    ） 
発 見 日 時 令和  年  月  日（ ）  時  分 

児 童 生 徒 学校種・学年  性別 □男 □女 

内 容 
 

 

発 生 時 
□登下校時  □授業時（                                ） 

□給食時   □休憩時（                                ） 

発 生 場 所 
□教室  □特別教室  □体育館  □廊下  □食堂  □エレベーター  □保健室 

□校庭  □その他校内（              ） □校外（            ） 

児 童 生 徒 の 

状 況 
 

対 応 と 経 過 
 

 

アクシデントの原因 

吸
引 

□口腔

内 

□吸引し忘れ    □洗浄液まちがい  □吸引液まちがい  □充電不十分（出力不足） 

□他児のカテーテルを使用（サイズ違い） 

□その他（                                       ） 

□鼻腔

内 

□気管

内 

吸
入 

□薬液 □量まちがい    □人まちがい    □薬液まちがい   □薬液なし（生理食塩水使用） 

□その他（                                       ） □水分 

注
入 

□経管

栄養 □注入物違い    □量まちがい    □速度違い     □絆創膏はがれかけ 

□接続（蓋）はずれ □接続忘れ     □サイズ違い    □チューブぬけかけ 

□その他

（                                       ） 

□胃ろ

う 

□腸ろ

う 

呼
吸 

□ エア

ウェイ 

□エアウェイずれ  □絆創膏はがれかけ 

□その他（                                       ） 

別紙様式８ 
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□気管

切開 

□はずれかけ    □ひものゆるみ 

□その他（                                       ） 

□ 人工

呼吸器 

□接続はずれかけ 

□その他（                                       ） 

導
尿 

□導尿 
□チューブサイズ違い 

□その他（                                       ） 

与
薬 

□与薬 

□服薬量違い    □服薬忘れ     □服薬まちがい   □人まちがい 

□その他

（                                       ） 

□その他  

アクシデントの要因・背景 

□勘違い   □確認もれ  □聞き違い  □思い込み  □観察不十分  □忘れ 

□連絡ミス  □判断ミス  □転記ミス  □システム  □設備・環境  □疲労・体調不良 

□マニュアル以外の行為   □知識不足  □技術不足  □情報不足   □パニック・焦り 

□チームワーク不足     □本人の手の動き      □他児の手の動き 

□その他（                                       ） 

再発防止に関する取組 

今 後 の 対 策 
 

対策に関する 

組 織 的 取 組 

 

備 考  

 

 



 

 

 

参考資料 



事  務  連  絡 

平成３０年５月１１日 

 

各都道府県・指定都市教育委員会特別支援教育担当課長 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課 長  殿 

附属学校を置く各国立大学法人担当課長 

構造改革特別区域法第 12 条第 1 項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社主管課長 

 

文部科学省初等中等教育局特別支援教育課長 

中 村 信 一   

        

  看護師による気管カニューレの事故抜去等の緊急時に 

おける気管カニューレの再挿入について（周知） 

 

 平素より，特別支援教育の推進に御尽力をいただきありがとうございます。 

 福祉，教育，保育等，あらゆる場において子供の気管カニューレが事故抜去

し，生命が危険な状態等のため，緊急に気管カニューレを再挿入する必要があ

る場合であって，直ちに医師の治療・指示を受けることが困難な場合において，

看護師又は准看護師が臨時応急の手当として気管カニューレを再挿入する行為

について，平成３０年２月２８日付で公益社団法人日本小児科学会（以下「日

本小児科学会」という。）会長等から厚生労働省医政局看護課長宛てに別添１の

とおり照会があり，平成３０年３月１６日付で厚生労働省医政局看護課長から

別添２のとおり回答がありました。 

ついては，各都道府県・指定都市教育委員会特別支援教育担当課，各都道府

県私立学校主管課，附属学校を置く各国立大学法人担当課及び構造改革特別区

域法第 12条第 1項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社主管課におかれ

ては，本事務連絡について，域内の市町村教育委員会，所管の学校等に対して

周知くださいますようお願いします。  

 なお，気管カニューレの事故抜去等の緊急時における気管カニューレの再挿

入については，日本小児科学会のＨＰで看護師の研修用のマニュアル等を公開

しておりますので，教育委員会の委嘱した医師等と連携を図るなど，適切にお

取り計らいくださいますようお願い申し上げます。 

（参考：日本小児科学会「気管カニューレの事故抜去等の緊急時における気管

カニューレの再挿入について」掲載ＵＲＬ） 

https://www.jpeds.or.jp/modules/news/index.php?content_id=346 

 
【本件連絡先】 

文部科学省初等中等教育局特別支援教育課支援第一係 

TEL:03-5253-4111（内線 3192） 

FAX:03-6734-3737 

noguchiakinori
写



SAHGS
タイプライターテキスト
（別添１）



SAHGS
タイプライターテキスト
（別添２）




（別添３） 

医政看発0316第２号 

平 成 30年 ３月 16日 

 

 

 各都道府県衛生主管部（局）長 殿 

 

 

                      厚生労働省医政局看護課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

気管カニューレの事故抜去等の緊急時における気管カニューレの再挿入 

について 

 

 

標記について、平成30年２月28日付けで公益社団法人日本小児科学会会長、公益

社団法人日本小児保健協会会長、公益社団法人日本小児科医会会長、一般社団法人

日本小児期外科系関連学会協議会会長、一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会理事長及

び日本重症心身障害学会理事長から別添１をもってあった照会に対し、別添２のと

おり回答したので、貴職におかれてはこれを御了知の上、貴管内の保健所設置市（

特別区を含む。）、医療機関、関係団体等に対し周知及び適切な指導をお願いいたし

ます。 

 



mmiyazaki
テキスト ボックス
(別添４)














 

盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の取扱いについて（通知） 

（平成 16 年 10 月 22 日 16 国文科初第 43 号） 

 

 

                          16 国文科初第 43 号 

                          平成 16 年 10 月 22日 

 

各都道府県教育委員会教育長 

各指定都市教育委員会教育長          殿 

附属盲･聾･養護学校を置く各国立大学法人学長 

関係都道府県知事 

 

 

                文部科学省初等中等教育局長 

                        銭 谷 眞 美 

 

 

 

   盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の取扱いについて（通知） 

 

 

 

 このたび、厚生労働省の「在宅及び養護学校における日常的な医療の医学 

的・法律学的整理に関する研究 (平成 16 年度厚生労働科学研究費補助事業)」 

（座長：樋口範雄東京大学教授、主任研究者：島崎謙治社会保障・人口問題 

研究所長）において、これまでの医療的ケアに関するモデル事業等の成果を 

踏まえ、盲学校、聾学校及び養護学校（以下「盲・聾・養護学校」という｡） 

における医療のニーズの高い幼児児童生徒に対するたんの吸引、経管栄養及 

び導尿（以下「たんの吸引等」という。）についての医学的・法律学的な整 

理に関する報告書がとりまとめられたことを受け、厚生労働省医政局長から 

文部科学省初等中等教育局長に対して別添１のとおり通知が発出されました。 

 同通知において、看護師の適正な配置など医療安全の確保が確実になるよ 

うな一定の条件が示されるとともに、当該条件が満たされれば、教員による 

たんの吸引等を盲・聾・養護学校全体に許容することはやむを得ないとの整 



理が示されました。 

 つきましては、本件について御了知の上、域内の関係市教育委員会、所管 

又は所轄の盲・聾・養護学校及び学校法人への周知を図るとともに、適切に 

対処くださるようお願いします。 

 特に、各教育委員会におかれては、衛生主管部局との連携を図り、たんの 

吸引等が安全に行われるため、看護師の適正な配置や医学的な管理などの体 

制整備に努めていただくようお願いします。 

 なお、厚生労働省医政局長から各都道府県知事(衛生主管部局)に対して、 

別添２のとおり協力依頼を行っていることを申し添えます。 

 また、「養護学校における医療的ケアに関するモデル事業」の委嘱を受け 

ている道府県教育委員会においては、同事業の実施に当たってもこの取扱い 

によることとなるので御留意願います。 

 

 

 

 

 

別添１ 「盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の取扱いについて」 

（平成 16 年 10 月 20 日付け医政発第号 1020008 号 厚生労働省医政局長→文部

科学省初等中等教育局長） 

 

 

 

 

 

 

                         医政発第号 1020008 号 

                         平成 16 年 10 月 20 日 

 

 

 文部科学省初等中等教育局長殿 

 

 

                      厚生労働省医政局長 (公印) 

 

 



 

    盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の取扱いについて 

 

 

 

 

 「在宅及び養護学校における日常的な医療の医学的・法律学的整理に関する 

研究 (平成１６年度厚生労働科学研究費補助事業)」(座長：樋口範雄東京大学 

教授、主任研究者：島崎謙治社会保障・人口問題研究所副所長) は、貴省が平 

成１０年度から平成１４年度まで実施した「特殊教育における福祉・医療等と 

の連携に関する実践研究」及び平成１５年度から実施している「養護学校にお 

ける医療的ケアに関するモデル事業」(以下「モデル事業等」という｡) の成果 

を踏まえ、医師又は看護職員の資格を有しない教員が、看護師との連携・協力 

の下に盲学校・聾学校及び養護学校 (以下「盲・聾・養護学校」という｡)にお  

ける医療のニーズの高い幼児児童生徒 (以下「児童生徒等」という｡)に対する 

たんの吸引、経管栄養及び導尿 (以下「たんの吸引等」という｡)を行うことに 

ついて医学的・法律学的な観点から検討を行い、このほど別添のとおり報告書 

をとりまとめた。 

 報告書では、盲・聾・養護学校へ看護師が常駐し、教員等関係者の協力が図 

られたモデル事業等において、医療安全面・教育面の成果や保護者の心理的・ 

物理的負担の軽減効果が観察されたこと、必要な医行為のすべてを担当できる 

だけの看護師の配置を短期間に行うことには困難が予想されることから、看護 

師を中心としながら教員が看護師と連携・協力して実施するモデル事業等の方 

式を盲・聾・養護学校全体に許容することは、看護師の適正な配置など医療安 

全の確保が確実になるような一定の要件の下では、やむを得ないものと整理さ 

れている。 

 

 上記報告書を受け、当職としても、下記の条件が満たされていれば、医師又 

は看護職員の資格を有しない教員によるたんの吸引等を盲・聾・養護学校全体 

に許容することはやむを得ないと考えるので、適切な医学管理の下に盲・聾・ 

養護学校においてたんの吸引等が行われるようご配慮をお願いしたい。 

 

 なお、上記報告書では、貴省及び当省が密接に連携し、盲・聾・養護学校に 

おける看護師の適正配置など体制整備の状況を継続的に点検し、それらの水準 

の維持・向上のための方策を探るべきとも言及されているところであり、今後 

とも貴職のご協力をお願いしたい。 



 

                記 

 

医師又は看護職員の資格を有しない教員によるたんの吸引等の実施を許容する 

ための条件 

 

Ⅰ たんの吸引、経管栄養及び導尿の標準的手順と、教員が行うことが許容さ 

 れる行為の標準的な範囲 

 

 たんの吸引、経管栄養及び導尿について、文部科学省のモデル事業等におけ 

る実績と現在の医学的知見を踏まえると、看護師 1) が当該盲・聾・養護学校に 

配置されていることを前提に、所要の研修を受けた教員が行うことが許容され 

る行為の標準的な範囲は、それぞれ以下の通りである。しかし、いずれの行為 

にあっても、その処置を行うことが適切かどうかを医療関係者が判断し、なお 

かつ、具体的手順については最新の医学的知見と、当該児童生徒等の個別的状 

況を踏まえた医療関係者の指導・指示に従うことが必要であり、緊急時を除い 

ては、教員が行う行為の範囲は医師の指示の範囲を超えてはならない。 

 

１ たんの吸引 

 

（１）標準的な手順 

  (1) 深く入りすぎないようにあらかじめチューブを挿入する長さを決めて 

    おく。 

  (2) 適切な吸引圧で、吸引チューブを不潔にしないように、吸引する。 

  (3) 咽頭にある痰を取り除くには、鼻腔から吸引チューブを挿入して吸引 

    した方が痰を取り除きやすい場合もある。 

  (4) その場合、鼻腔粘膜などを刺激して出血しないようにチューブを入れ 

    る方向等に注意しながら挿入する。 

 

（２）教員が行うことが許容される標準的な範囲と看護師の役割 

  (1) 咽頭より手前の範囲で吸引チューブを口から入れて、口腔の中まで上 

    がってきた痰や、たまっている唾液を吸引することについては、研修 

    を受けた教員が手順を守って行えば危険性は低く、教員が行っても差 

    し支えないものと考えられる。 

  (2) 鼻からの吸引には、鼻腔粘膜やアデノイドを刺激しての出血が、まれ 

    ではあるが生じうる。また、鼻や口からの、咽頭の奥までの吸引を行 



    えば、敏感なケースでは嘔吐・咳込み等の危険性もある。したがって、 

    鼻からの吸引や、口から咽頭の奥までの吸引は「一般論として安全で 

    ある」とは言い難い。しかし、鼻からの吸引は、児童生徒等の態様に 

    応じ、吸引チューブを入れる方向を適切にする、左右どちらかのチュ 

    ーブが入りやすい鼻からチューブを入れる、吸引チューブを入れる長 

    さをその児童生徒等についての規定の長さにしておく、などの手順を 

    守ることにより、個別的には安全に実施可能である場合が多い。以上 

    の点を勘案すると、教員は、咽頭の手前までの吸引を行うに留めるこ 

    とが適切であり、咽頭より奥の気道のたんの吸引は、看護師が担当す 

    ることが適当である。 

 

２ 経管栄養（胃ろう・腸ろうを含む） 

 

（１）標準的な手順 

  (1) 鼻からの経管栄養の場合には、既に留置されている栄養チューブが胃 

    に挿入されているか注射器で空気を入れ、胃に空気が入る音を確認す 

    る。 

  (2) 胃ろう・腸ろうによる経管栄養の場合には、び爛や肉牙など胃ろう・ 

    腸ろうの状態に問題がないことの確認を行う。 

  (3) 胃・腸の内容物をチューブから注射器でひいて、性状と量を確認、胃 

    や腸の状態を確認し、注入内容と量を予定通りとするかどうかを判断 

    する。 

  (4) あらかじめ決められた注入速度を設定する。 

  (5) 楽な体位を保持できるように姿勢の介助や見守りを行う。 

  (6) 注入終了後、微温湯を注入し、チューブ内の栄養を流し込む。 

 

（２）教員が行うことが許容される標準的な範囲と看護師の役割 

  (1) 鼻からの経管栄養の場合、栄養チューブが正確に胃の中に挿入されて 

    いることの確認は、判断を誤れば重大な事故につながる危険性があり、 

    看護師が行うことが適当である。 

  (2) 胃ろう・腸ろうによる経管栄養は、鼻からの経管栄養に比べて相対的 

    に安全性が高いと考えられるが、胃ろう・腸ろうの状態に問題のない 

    ことの確認は看護師が行うことが必要である。 

  (3) 経管栄養開始時における胃腸の調子の確認は、看護師が行うことが望 

    ましいが、開始後の対応は多くの場合は教員によっても可能であり、 

    看護師の指示の下で教員が行うことは許容されるものと考えられる。 



 

３ 導尿 

 

（１）標準的な手順 

  (1) 全手順を通じ、身体の露出を最小限とし、プライバシーの保護に努め 

    る。 

  (2) 尿道口を消毒薬で清拭消毒する。 

  (3) カテーテルが不潔にならないように、尿道口にカテーテルを挿入する。 

  (4) カテーテルの挿入を行うため、そのカテーテルや尿器、姿勢の保持等 

    の補助を行う。 

  (5) 下腹部を圧迫し、尿の排出を促す。 

  (6) 尿の流出が無くなってから、カテーテルを抜く。 

 

（２）教員が行うことが許容される標準的な範囲と看護師の役割 

  (1) 尿道口の清拭消毒やカテーテルの挿入を本人が自ら行うことができな 

    い場合には、看護師が行う。 

  (2) 本人又は看護師がカテーテルの挿入を行う場合には、尿器や姿勢の保 

    持等の補助を行うことには危険性はなく、教員が行っても差し支えな 

    いものと考えられる。 

 

 

Ⅱ 非医療関係者の教員が医行為を実施する上で必要であると考えられる条件 

 

１ 保護者及び主治医の同意 

  (1) 保護者が、当該児童生徒等に対するたんの吸引等の実施について学校 

    に依頼し、学校の組織的対応を理解の上、教員が当該行為を行うこと 

    について書面により同意していること 

  (2) 主治医が、学校の組織的対応を理解の上、教員が当該行為を行うこと 

    について書面により同意していること 

 

２ 医療関係者による的確な医学管理 

  (3) 主治医から看護師に対し、書面による必要な指示があること 

  (4) 看護師の具体的指示の下、看護師と教員が連携・協働して実施を進め 

    ること 

  (5) 児童生徒等が学校にいる間は看護師が学校に常駐すること 

  (6) 保護者・主治医 2) ・看護師及び教員の参加の下、医学的管理が必要な 



    児童生徒ごとに、個別具体的な計画が整備されていること 

 

３ 医行為の水準の確保 

  (7) 看護師及び実施に当たる教員が必要な知識・技術に関する研修を受け 

    ていること 

  (8) 特定の児童生徒等の特定の医行為についての研修を受け、主治医 2) が 

    承認した特定の教員が実施担当者となり、個別具体的に承認された範 

    囲で行うこと 

  (9) 当該児童生徒等に関する個々の医行為について、保護者、主治医 2) 、 

    看護師及び教員の参加の下、技術の手順書が整備されていること 

 

４ 学校における体制整備 

  (10) 学校長が最終的な責任を持って安全の確保のための体制の整備を行う 

    ため、学校長の統括の下で、関係者からなる校内委員会が設置されて 

    いること 

  (11) 看護師が適正に配置され、児童生徒等に対する個別の医療環境に関与 

    するだけでなく、上記校内委員会への参加など学校内の体制整備に看 

    護師が関与することが確保されていること 

  (12) 実施に当たっては、非医療関係者である教員がたんの吸引等を行うこ 

    とにかんがみ、学校長は教員の希望等を踏まえるなど十分な理解を得 

    るようにすること 

  (13) 児童生徒等の健康状態について、保護者、主治医 2) 、学校医、養護教 

    諭、看護師、教員等が情報交換を行い連携を図れる体制の整備がなさ 

    れていること。同時にそれぞれの責任分担が明確化されていること 

  (14) 盲・聾・養護学校において行われる医行為に関し、一般的な技術の手 

    順書が整備され、適宜更新されていること 

  (15) 指示書や指導助言の記録、実施の記録が作成され、適切に管理・保管 

    されていること 

  (16) ヒヤリハット事例の蓄積・分析など、医師・看護師の参加の下で、定 

    期的な実施体制の評価、検証を行うこと 

  (17) 緊急時の対応の手順があらかじめ定められ、その訓練が定期的になさ 

    れていること 

  (18) 校内感染の予防等、安全・衛生面の管理に十分留意すること 

 

５ 地域における体制整備 

  (19) 医療機関、保健所、消防署等地域の関係機関との日頃からの連絡支援 



    体制が整備されていること 

  (20) 都道府県教育委員会等において、総括的検討・管理が行われる体制の 

    整備が継続的になされていること 

 

 

 

 1) 盲・聾・養護学校における業務にかんがみ、重度障害児の看護に経験を有する看護師が配

置されていること 

 が望ましい（重度障害児の看護に十分な知識・経験のある保健師、助産師及び准看護師を含む。）。 

 2) 学校が依頼し、主治医の了承の下に指導を行う「指導医」がいる場合は「指導医」を含む。 

 

 

 

 

 

（別添２） 

 

盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の取扱いについて（協力依頼） 

 

 各都道府県知事あて 厚生労働省医政局長協力依頼 

  （平成 16 年 10 月 20 日 医政発第 1020008 号）  

                          

      【 省 略 】 

 



府子本第 742 号 

３文科初第 499 号 

医発 0618 第１号 

子発 0618 第１号 

障発 0618 第１号 

令和３年６月 18 日 

 

  

 

 

                

殿 

 

 

 

 

 

内 閣 府 子 ど も ・ 子 育 て 本 部 統 括 官 

（ 公 印 省 略 ） 

文 部 科 学 省 初 等 中 等 教 育 局 長 

（ 公 印 省 略 ） 

厚 生 労 働 省 医 政 局 長 

（ 公 印 省 略 ） 

厚 生 労 働 省 子 ど も 家 庭 局 長 

（ 公 印 省 略 ） 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の公布について 

 

「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律（令和３年法律第81号）」

（以下「法」という。）は令和３年６月 18 日に公布され、令和３年９月 18 日（公

布の日から起算して３月が経過した日）から施行されるところである。 

法の目的及び概要は下記のとおりであるので、管内区市町村・教育委員会・関係

団体等にその周知徹底を図るとともに、必要な指導、助言又は援助を行い、法の運

用に遺憾のないようにご配意願いたい。 

 

各 都 道 府 県 知 事 

各 指 定 都 市 市 長 

各 中 核 市 市 長 

各都道府県教育委員会教育長 

各指定都市教育委員会教育長 

各 国 公 私 立 大 学 長 

各国公私立高等専門学校長 

小中高等学校を設置する学校 

設置会社を所轄する構造改革 

特別区域法第 12 条第１項の 

認定を受けた各地方公共団体の長 

katsutakouji
写し



 

記 

 

第１ 法の目的 

   この法律は、医療技術の進歩に伴い医療的ケア児が増加するとともにその実

態が多様化し、医療的ケア児及びその家族が個々の医療的ケア児の心身の状況

等に応じた適切な支援を受けられるようにすることが重要な課題となっている

ことに鑑み、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関し、基本理念を定め、

国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、保育及び教育の拡充に係

る施策その他必要な施策並びに医療的ケア児支援センターの指定等について定

めることにより、医療的ケア児の健やかな成長を図るとともに、その家族の離

職の防止に資し、もって安心して子どもを生み、育てることができる社会の実

現に寄与することを目的としたこと。 

 

第２ 法の概要 

一 総則 

１ 定義について（第２条関係） 

⑴ 「医療的ケア」の定義を、人工呼吸器による呼吸管理、喀痰
かくたん

吸引その他の

医療行為としたこと。 

⑵ 「医療的ケア児」の定義を、日常生活及び社会生活を営むために恒常的に

医療的ケアを受けることが不可欠である児童（18 歳未満の者及び 18 歳以上

の者であって高等学校等（学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校の

後期課程及び特別支援学校の高等部をいう。以下同じ。）に在籍するものを

いう。二の１⑵において同じ。）としたこと。 

 

二 基本理念 

１ 基本理念について（第３条関係） 

  ⑴ 医療的ケア児及びその家族に対する支援は、医療的ケア児の日常生活及

び社会生活を社会全体で支えることを旨として行われなければならないも

のとしたこと。 

  ⑵ 医療的ケア児及びその家族に対する支援は、医療的ケア児が医療的ケア

児でない児童と共に教育を受けられるよう最大限に配慮しつつ適切に教育

に係る支援が行われる等、個々の医療的ケア児の年齢、必要とする医療的ケ

アの種類及び生活の実態に応じて、かつ、医療、保健、福祉、教育、労働等

に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の緊密な連携の下に、切れ

目なく行われなければならないものとしたこと。 

⑶ 医療的ケア児及びその家族に対する支援は、医療的ケア児が18歳に達し、



又は高等学校等を卒業した後も適切な保健医療サービス及び福祉サービス

を受けながら日常生活及び社会生活を営むことができるようにすることに

も配慮して行われなければならないものとしたこと。 

⑷ 医療的ケア児及びその家族に対する支援に係る施策を講ずるに当たって

は、医療的ケア児及びその保護者（親権を行う者、未成年後見人その他の者

で、医療的ケア児を現に監護するものをいう。三の２⑵において同じ。）の

意思を最大限に尊重しなければならないものとしたこと。 

⑸ 医療的ケア児及びその家族に対する支援に係る施策を講ずるに当たって

は、医療的ケア児及びその家族がその居住する地域にかかわらず等しく適

切な支援を受けられるようにすることを旨としなければならないものとし

たこと。 

 

２ 国の責務について（第４条関係） 

   国は、１の基本理念（以下単に「基本理念」という。）にのっとり、医療的

ケア児及びその家族に対する支援に係る施策を総合的に実施する責務を有す

るものとしたこと。 

 

３ 地方公共団体の責務について（第５条関係） 

   地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、自主的かつ

主体的に、医療的ケア児及びその家族に対する支援に係る施策を実施する責

務を有するものとしたこと。 

 

４ 保育所の設置者等の責務について（第６条関係） 

保育所の設置者、認定こども園（保育所又は幼稚園であるものを除く。以下

同じ。）の設置者及び家庭的保育事業等（家庭的保育事業、小規模保育事業及

び事業所内保育事業をいう。以下同じ。）を営む者は、基本理念にのっとり、

その設置する保育所若しくは認定こども園に在籍し、又は当該家庭的保育事

業等を利用している医療的ケア児に対し、適切な支援を行う責務を有するも

のとしたこと。 

また、放課後児童健全育成事業を行う者は、基本理念にのっとり、当該放課

後児童健全育成事業を利用している医療的ケア児に対し、適切な支援を行う

責務を有するものとしたこと。 

 

５ 学校の設置者の責務について（第７条関係） 

   学校（幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及

び特別支援学校をいう。以下同じ。）の設置者は、基本理念にのっとり、その

設置する学校に在籍する医療的ケア児に対し、適切な支援を行う責務を有す

るものとしたこと。 



 

６ 法制上の措置等について（第８条関係） 

政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置そ

の他の措置を講じなければならないものとしたこと。 

 

三 医療的ケア児及びその家族に対する支援に係る施策 

１ 保育を行う体制の拡充等について（第９条関係） 

  ⑴ 国及び地方公共団体は、医療的ケア児に対して保育を行う体制の拡充が

図られるよう、子ども・子育て支援法の仕事・子育て両立支援事業における

医療的ケア児に対する支援についての検討、医療的ケア児が在籍する保育

所、認定こども園等に対する支援その他の必要な措置を講ずるものとした

こと。 

  ⑵ 保育所の設置者、認定こども園の設置者及び家庭的保育事業等を営む者

は、その設置する保育所若しくは認定こども園に在籍し、又は当該家庭的保

育事業等を利用している医療的ケア児が適切な医療的ケアその他の支援を

受けられるようにするため、保健師、助産師、看護師若しくは准看護師（以

下「看護師等」という。）又は喀痰吸引等（社会福祉士及び介護福祉士法第

２条第２項に規定する喀痰吸引等をいう。三の２⑶において同じ。）を行う

ことができる保育士若しくは保育教諭の配置その他の必要な措置を講ずる

ものとしたこと。 

  ⑶ 放課後児童健全育成事業を行う者は、当該放課後児童健全育成事業を利

用している医療的ケア児が適切な医療的ケアその他の支援を受けられるよ

うにするため、看護師等の配置その他の必要な措置を講ずるものとしたこ

と。 

 

２ 教育を行う体制の拡充等について（第 10 条関係） 

⑴ 国及び地方公共団体は、医療的ケア児に対して教育を行う体制の拡充が

図られるよう、医療的ケア児が在籍する学校に対する支援その他の必要な

措置を講ずるものとしたこと。 

⑵ 学校の設置者は、その設置する学校に在籍する医療的ケア児が保護者の

付添いがなくても適切な医療的ケアその他の支援を受けられるようにする

ため、看護師等の配置その他の必要な措置を講ずるものとしたこと。 

⑶ 国及び地方公共団体は、看護師等のほかに学校において医療的ケアを行

う人材の確保を図るため、介護福祉士その他の喀痰吸引等を行うことがで

きる者を学校に配置するための環境の整備その他の必要な措置を講ずるも

のとしたこと。 

 

３ 日常生活における支援について（第 11 条関係） 



   国及び地方公共団体は、医療的ケア児及びその家族が、個々の医療的ケア児

の年齢、必要とする医療的ケアの種類及び生活の実態に応じて、医療的ケアの

実施その他の日常生活において必要な支援を受けられるようにするため必要

な措置を講ずるものとしたこと。 

 

４ 相談体制の整備について（第 12 条関係） 

   国及び地方公共団体は、医療的ケア児及びその家族その他の関係者からの

各種の相談に対し、個々の医療的ケア児の特性に配慮しつつ総合的に応ずる

ことができるようにするため、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務

を行う関係機関及び民間団体相互の緊密な連携の下に必要な相談体制の整備

を行うものとしたこと。 

 

５ 情報の共有の促進について（第 13 条関係） 

国及び地方公共団体は、個人情報の保護に十分配慮しつつ、医療、保健、福

祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体が行う医療的ケア

児に対する支援に資する情報の共有を促進するため必要な措置を講ずるもの

としたこと。 

 

四 医療的ケア児支援センター等 

１ 医療的ケア児支援センター等について（第 14 条関係） 

 ⑴ 都道府県知事は、次に掲げる業務を、社会福祉法人その他の法人であって

当該業務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した者（以下「医

療的ケア児支援センター」という。）に行わせ、又は自ら行うことができる

ものとしたこと。 

  ① 医療的ケア児（18 歳に達し、又は高等学校等を卒業したことにより医

療的ケア児でなくなった後も医療的ケアを受ける者のうち引き続き雇用

又は障害福祉サービスの利用に係る相談支援を必要とする者を含む。以

下１及び六の２⑵において同じ。）及びその家族その他の関係者に対し、

専門的に、その相談に応じ、又は情報の提供若しくは助言その他の支援を

行うこと。 

  ② 医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間

団体並びにこれに従事する者に対し医療的ケアについての情報の提供及

び研修を行うこと。 

  ③ 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関して、医療、保健、福祉、

教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体との連絡調整を

行うこと。 

  ④ ①から③までに掲げる業務に附帯する業務 

 ⑵ ⑴による指定は、当該指定を受けようとする者の申請により行うものと



したこと。 

 ⑶ 都道府県知事は、１の業務を医療的ケア児支援センターに行わせ、又は自

ら行うに当たっては、地域の実情を踏まえつつ、医療的ケア児及びその家族

その他の関係者がその身近な場所において必要な支援を受けられるよう適

切な配慮をするものとしたこと。 

 

２ 秘密保持義務について（第 15 条関係） 

医療的ケア児支援センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者

は、職務上知ることのできた個人の秘密を漏らしてはならないものとしたこ

と。 

 

３ 報告の徴収等について（第 16 条関係） 

   都道府県知事は、医療的ケア児支援センターの業務の適正な運営を確保す

るため必要があると認めるときは、当該医療的ケア児支援センターに対し、そ

の業務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該医療的ケア児支

援センターの事業所若しくは事務所に立ち入らせ、その業務の状況に関し必

要な調査若しくは質問をさせることができるものとしたこと。 

 

４ 改善命令について（第 17 条関係） 

都道府県知事は、医療的ケア児支援センターの業務の適正な運営を確保す

るため必要があると認めるときは、当該医療的ケア児支援センターに対し、そ

の改善のために必要な措置をとるべきことを命ずることができるものとした

こと。 

 

５ 指定の取消しについて（第 18 条関係） 

都道府県知事は、医療的ケア児支援センターが３による報告をせず、若しく

は虚偽の報告をし、若しくは３による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、

若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした場合において、

その業務の状況の把握に著しい支障が生じたとき又は医療的ケア児支援セン

ターが４による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができるも

のとしたこと。 

 

五 補則 

１ 広報啓発について（第 19 条関係） 

国及び地方公共団体は、医療的ケア児及びその家族に対する支援の重要性

等について国民の理解を深めるため、学校、地域、家庭、職域その他の様々な

場を通じて、必要な広報その他の啓発活動を行うものとしたこと。 

 



 ２ 人材の確保について（第 20 条関係） 

   国及び地方公共団体は、医療的ケア児及びその家族がその居住する地域に

かかわらず等しく適切な支援を受けられるよう、医療的ケア児に対し医療的

ケアその他の支援を行うことができる人材を確保するため必要な措置を講ず

るものとしたこと。 

 

３ 研究開発等の推進について（第 21 条関係） 

国及び地方公共団体は、医療的ケアを行うために用いられる医療機器の研

究開発その他医療的ケア児の支援のために必要な調査研究が推進されるよう

必要な措置を講ずるものとしたこと。 

 

六 施行期日等 

 １ 施行期日について（附則第１条関係） 

   この法律は、公布の日から起算して３月を経過した日から施行するものと

したこと。 

 

 ２ 検討について（附則第２条関係） 

  ⑴ この法律の規定については、この法律の施行後３年を目途として、この法

律の実施状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措

置が講ぜられるものとしたこと。 

  ⑵ 政府は、医療的ケア児の実態を把握するための具体的な方策について検

討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとしたこと。 

  ⑶ 政府は、災害時においても医療的ケア児が適切な医療的ケアを受けるこ

とができるようにするため、災害時における医療的ケア児に対する支援の

在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるもの

としたこと。 



 
 

事 務 連 絡   

令和５年１月 26日  

 

 

各都道府県教育委員会特別支援教育主管課 

各指定都市教育委員会特別支援教育主管課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 事 務 主 管 課  

附属学校を置く各国立大学法人附属 

学 校 事 務 主 管 課   御中 

附属学校を置く各公立大学法人附属 

学 校 事 務 主 管 課  

構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を受けた  

各地方公共団体株式会社立学校事務主管課 

 

 

文部科学省初等中等教育局特別支援教育課  

 

 

医師法第 17 条、歯科医師法第 17条及び保健師助産師看護師法第 31条 

の解釈について（その２）（周知） 

 

 

この度、厚生労働省から、医療機関以外の場で医行為であるか否かの判断に疑義

が生じることの多い行為であって、原則として医行為ではないと考えられるものに

ついて、別添のとおり通知がありました。 

ついては、医師、看護師等の医療に関する免許を有しない者が行うことが適切か

否かを判断する際の参考としていただきますようお願いします。 

 このことについては、都道府県教育委員会においては、域内の市町村教育員会及

び所管の学校に対し、指定都市教育委員会においては、所管の学校に対し、都道府

県私立学校事務主管課においては、所管の私立学校に対し、附属学校を置く国公立

大学法人においては、所管の附属学校に対し、構造改革特別区域法（平成 14年法律

第 189号）第 12条第 1項の認定を受けた各地方公共団体の株式会社立学校事務主管

課においては、所管の学校設置会社の設置する学校に対し、十分周知するようお願

いします。 

 

 

 

 

 

【本件連絡先】 

文部科学省初等中等教育局特別支援教育課支援第一係 

TEL:03-5253-4111（内線 3967） 
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医政発 1201 第４号 

令和４年 12 月１日 

 

各都道府県知事 殿 

 

厚生労働省医政局長 

（ 公 印 省 略 ） 

 
 

医師法第 17 条、歯科医師法第 17 条及び保健師助産師看護師法第 31 条の解釈について

（その２） 

 
 

医師、歯科医師、看護師等の免許を有さない者による医業（歯科医業を含む。以下同じ。）

は、医師法第 17 条、歯科医師法第 17 条及び保健師助産師看護師法第 31 条その他の関係法

規によって禁止されている。ここにいう「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の

医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすお

それのある行為（医行為）を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。 

ある行為が医行為であるか否かについては、個々の行為の態様に応じ個別具体的に判断

する必要があるが、介護現場等において医行為であるか否かについて判断に疑義が生じる

ことの多い行為であって原則として医行為でないと考えられるもの等については、これま

で、「医師法第 17 条、歯科医師法第 17 条及び保健師助産師看護師法第 31 条の解釈につい

て（通知）」（平成 17 年７月 26 日付け医政発第 0726005 号厚生労働省医政局長通知。以

下「平成 17 年通知」という。）等においてお示ししてきたところである。 

今般、規制改革実施計画（令和２年７月 17 日閣議決定）において、平成 17 年通知に記

載のない行為のうち、介護現場で実施されることが多いと考えられる行為を中心に、医行

為ではないと考えられる行為を整理し、周知した上で、介護職員がそれらの行為を安心し

て行えるよう、ケアの提供体制について本人、家族、介護職員、看護職員、主治医等が事

前に合意するプロセスを明らかにすることとされた。 

これを踏まえ、医療機関以外の介護現場で実施されることが多いと考えられる行為であ

って、原則として医行為ではないと考えられるもの及び当該行為を介護職員が行うに当た

っての患者や家族、医療従事者等との合意形成や協力に関する事項について別紙のとおり

列挙したので、医師、看護師等の医療に関する免許を有しない者が行うことが適切か否か

判断する際や、ケアの提供体制について検討する際の参考とされたい。 

なお、本通知については、厚生労働省社会・援護局及び老健局と調整済みである。また、

当然のこととして、医行為に該当しない行為についても、高齢者介護の現場等において安

全に行われるべきものであり、また、行為の実施に当たっては、患者の状態を踏まえ、医

師、歯科医師又は看護職員と連携することや、必要に応じてマニュアルの作成や医療従事

者による研修を行うことが適当であることを申し添える。 

  

omura-t
テキストボックス
別添
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（別紙） 

（在宅介護等の介護現場におけるインスリンの投与の準備・片付け関係） 

１ 在宅介護等の介護現場におけるインスリン注射の実施に当たって、あらかじめ医師か

ら指示されたタイミングでの実施の声かけ、見守り、未使用の注射器等の患者への手渡

し、使い終わった注射器の片付け（注射器の針を抜き、処分する行為を除く。）及び記

録を行うこと。 

２ 在宅介護等の介護現場におけるインスリン注射の実施に当たって、患者が血糖測定及

び血糖値の確認を行った後に、介護職員が、当該血糖値があらかじめ医師から指示され

たインスリン注射を実施する血糖値の範囲と合致しているかを確認すること。 

３ 在宅介護等の介護現場におけるインスリン注射の実施に当たって、患者が準備したイ

ンスリン注射器の目盛りが、あらかじめ医師から指示されたインスリンの単位数と合っ

ているかを読み取ること。 

 （血糖測定関係） 

４ 患者への持続血糖測定器のセンサーの貼付や当該測定器の測定値の読み取りといった、

血糖値の確認を行うこと。 

（経管栄養関係） 

５ 皮膚に発赤等がなく、身体へのテープの貼付に当たって専門的な管理を必要としない

患者について、既に患者の身体に留置されている経鼻胃管栄養チューブを留めているテ

ープが外れた場合や、汚染した場合に、あらかじめ明示された貼付位置に再度貼付を行

うこと。 

６ 経管栄養の準備（栄養等を注入する行為を除く。）及び片付け（栄養等の注入を停止

する行為を除く。）を行うこと。なお、以下の３点については医師又は看護職員が行う

こと。 

① 鼻からの経管栄養の場合に、既に留置されている栄養チューブが胃に挿入されてい

るかを確認すること。 

② 胃ろう・腸ろうによる経管栄養の場合に、び爛や肉芽など胃ろう・腸ろうの状態に

問題がないことを確認すること。 

③ 胃・腸の内容物をチューブから注射器でひいて、性状と量から胃や腸の状態を確認

し、注入内容と量を予定通りとするかどうかを判断すること。 

 （喀痰吸引関係） 

７ 吸引器に溜まった汚水の廃棄や吸引器に入れる水の補充、吸引チューブ内を洗浄する

目的で使用する水の補充を行うこと。 

（在宅酸素療法関係） 

８ 在宅酸素療法を実施しており、患者が援助を必要としている場合であって、患者が酸

素マスクや経鼻カニューレを装着していない状況下における、あらかじめ医師から指示

された酸素流量の設定、酸素を流入していない状況下における、酸素マスクや経鼻カニ

ューレの装着等の準備や、酸素離脱後の片付けを行うこと。ただし、酸素吸入の開始（流

入が開始している酸素マスクや経鼻カニューレの装着を含む。）や停止（吸入中の酸素

マスクや経鼻カニューレの除去を含む。）は医師、看護職員又は患者本人が行うこと。 

９ 在宅酸素療法を実施するに当たって、酸素供給装置の加湿瓶の蒸留水を交換する、機

器の拭き取りを行う等の機械の使用に係る環境の整備を行うこと。 
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10 在宅人工呼吸器を使用している患者の体位変換を行う場合に、医師又は看護職員の立

会いの下で、人工呼吸器の位置の変更を行うこと。 

（膀胱留置カテーテル関係） 

11 膀胱留置カテーテルの蓄尿バックからの尿廃棄（ＤＩＢキャップの開閉を含む。）を

行うこと。 

12 膀胱留置カテーテルの蓄尿バックの尿量及び尿の色の確認を行うこと。 

13 膀胱留置カテーテル等に接続されているチューブを留めているテープが外れた場合に、

あらかじめ明示された貼付位置に再度貼付を行うこと。 

14 専門的管理が必要無いことを医師又は看護職員が確認した場合のみ、膀胱留置カテー

テルを挿入している患者の陰部洗浄を行うこと。 

 （服薬等介助関係） 

15 患者の状態が以下の３条件を満たしていることを医師、歯科医師又は看護職員が確認

し、これらの免許を有しない者による医薬品の使用の介助ができることを本人又は家族

等に伝えている場合に、事前の本人又は家族等の具体的な依頼に基づき、医師の処方を

受け、あらかじめ薬袋等により患者ごとに区分し授与された医薬品について、医師又は

歯科医師の処方及び薬剤師の服薬指導の上、看護職員の保健指導・助言を遵守した医薬

品の使用を介助すること。具体的には、水虫や爪白癬にり患した爪への軟膏又は外用液

の塗布（褥瘡の処置を除く。）、吸入薬の吸入及び分包された液剤の内服を介助するこ

と。 

① 患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること 

② 副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職員による連続的な容態

の経過観察が必要である場合ではないこと 

③ 内用薬については誤嚥の可能性など、当該医薬品の使用の方法そのものについて

専門的な配慮が必要な場合ではないこと 

 （血圧等測定関係） 

16 新生児以外の者であって入院治療の必要ないものに対して、動脈血酸素飽和度を測定

するため、パルスオキシメーターを装着し、動脈血酸素飽和度を確認すること。 

17 半自動血圧測定器（ポンプ式を含む。）を用いて血圧を測定すること。 

（食事介助関係） 

18 食事（とろみ食を含む。）の介助を行うこと。 

 （その他関係） 

19 有床義歯（入れ歯）の着脱及び洗浄を行うこと。 
 

注１ 在宅酸素療法を実施するに当たって、酸素流入中の酸素マスクや経鼻カニューレが

ずれ、次のいずれかに該当する患者が一時的に酸素から離脱（流入量の減少を含む。）

したことが見込まれる場合に、当該酸素マスクや経鼻カニューレを元の位置に戻すこと

も、原則として、医師法第 17 条、歯科医師法第 17 条及び保健師助産師看護師法第 31 条

の規制の対象とする必要がないものであると考えられる。 

・ 肢体不自由等により、自力で酸素マスクや経鼻カニューレを戻すことが困難であ

る患者 

・ 睡眠中や意識がない状態で、自力で酸素マスクや経鼻カニューレを戻すことが困

難である患者 
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注２ 前記１から19まで及び注１に掲げる行為は、原則として医行為又は医師法第17条、

歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の規制の対象とする必要があるも

のでないと考えられるものであるが、病状が不安定であること等により専門的な管理が

必要な場合には、医行為であるとされる場合もあり得る。このため、介護サービス事業

者等はサービス担当者会議の開催時等に、必要に応じて、医師、歯科医師又は看護職員

に対して、そうした専門的な管理が必要な状態であるかどうか確認することが考えられ

る。さらに、病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、医師、歯科医師又は看護職

員に連絡を行う等の必要な措置を速やかに講じる必要がある。 

また、前記１から４までに掲げる行為については、患者の血糖値や食事摂取量等が不

安定でないことが必要である。 

さらに、前記２、４、16 及び 17 に掲げる行為によって測定された数値を基に投薬の

要否など医学的な判断を行うことは医行為であり、事前に示された数値の範囲外の異常

値が測定された場合には医師、歯科医師又は看護職員に報告するべきものである。 

 

注３ 前記１から 19 まで及び注１に掲げる行為は原則として医行為又は医師法第 17 条、

歯科医師法第 17 条及び保健師助産師看護師法第 31 条の規制の対象とする必要があるも

のではないと考えられるものであるが、その実施に当たっては、当然ながら患者本人や

家族に対して分かりやすく、適切な説明を行うとともに、介護職員等の実施する行為に

ついて患者本人や家族が相談を行うことができる環境作りに努めることが望ましい。ま

た、必要に応じて、注２のサービス担当者会議の開催時等に医師、歯科医師又は看護職

員に相談する、必要に応じて書面等で指示を受ける、ケアの実施後に医師、歯科医師又

は看護職員に報告を行う等して適切に連携することが望ましい。 

 

注４ 前記１から 19 まで及び注 1 に掲げる行為は原則として医行為又は医師法第 17 条、

歯科医師法第 17 条及び保健師助産師看護師法第 31 条の規制の対象とする必要があるも

のではないと考えられるものであるが、業として行う場合には実施者に対して一定の研

修や訓練が行われることが望ましいことは当然であり、介護サービス等の場で就労する

者の研修の必要性を否定するものではない。 

また、介護サービスの事業者等は、事業遂行上、安全にこれらの行為が行われるよう

監督することが求められる。 

 

注５ 今回の整理はあくまでも医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法等の解釈に関

するものであり、事故が起きた場合の刑法、民法等の法律の規定による刑事上・民事上

の責任は別途判断されるべきものである。 

 

注６ 前記１から 19 まで及び注 1に掲げる行為について、看護職員による実施計画が立て

られている場合は、具体的な手技や方法をその計画に基づいて行うとともに、その結果

について報告、相談することにより密接な連携を図るべきである。前記 15 に掲げる服薬

等の介助が福祉施設等において行われる場合には、看護職員によって実施されることが

望ましく、また、その配置がある場合には、その指導の下で実施されるべきである。 



 
 

事 務 連 絡   

令和８年３月 11日  

 

 

各都道府県教育委員会特別支援教育主管課 

各指定都市教育委員会特別支援教育主管課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 事 務 主 管 課 

附属学校を置く各国立大学法人附属  

学 校 事 務 主 管 課   御中 

附属学校を置く各公立大学法人附属  

学 校 事 務 主 管 課  

構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を受けた  

各地方公共団体株式会社立学校事務主管課 

 

 

文部科学省初等中等教育局特別支援教育課  

 

 

医師法第 17 条、歯科医師法第 17条及び保健師助産師看護師法第 31条 

の解釈について（その３）（周知） 

 

 

この度、厚生労働省から、医療機関以外の場で医行為であるか否かの判断に疑義

が生じることの多い行為であって、原則として医行為ではないと考えられるものに

ついて、別添のとおり通知がありました。 

ついては、医師、看護師等の医療に関する免許を有しない者が行うことが適切か

否かを判断する際の参考としていただきますようお願いします。 

 このことについては、都道府県教育委員会においては、域内の市町村教育員会及

び所管の学校に対し、指定都市教育委員会においては、所管の学校に対し、都道府

県私立学校事務主管課においては、所管の私立学校に対し、附属学校を置く国公立

大学法人においては、所管の附属学校に対し、構造改革特別区域法（平成 14年法律

第 189号）第 12条第 1項の認定を受けた各地方公共団体の株式会社立学校事務主管

課においては、所管の学校設置会社の設置する学校に対し、十分周知するようお願

いします。 

 なお、学校への周知に当たっては、学校の負担軽減を図るため、医療的ケア児の

在籍校や在籍予定校に限定するなど、周知先を適切にご判断いただくようお願いし

ます。 

 

【本件連絡先】 

文部科学省初等中等教育局特別支援教育課支援第一係 

TEL:03-5253-4111（内線 3967） 

原則として医行為ではないと考えられ、医師や看護師等以外の者でも実施可能な行為の内容

や、その留意事項等を示した厚生労働省の通知について周知するものです。 

写

yoshiokamasato
楕円
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医政発 1226第 12号 

令和７年 12月 26日 

 

各都道府県知事 殿 

 

厚生労働省医政局長 

（ 公 印 省 略 ）  

 
 

医師法第 17条、歯科医師法第 17条及び保健師助産師看護師法第 31条の解釈について

（その３） 

 
 

医師、歯科医師、看護師等の免許を有さない者による医業（歯科医業を含む。以下同じ。）

は、医師法第 17条、歯科医師法第 17条及び保健師助産師看護師法第 31条その他の関係法

規によって禁止されている。ここにいう「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の

医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすお

それのある行為（医行為）を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。 

ある行為が医行為であるか否かについては、個々の行為の態様に応じ個別具体的に判断

する必要があるが、介護現場等において医行為であるか否かについて判断に疑義が生じる

ことの多い行為であって原則として医行為でないと考えられるもの等については、これま

で、「医師法第 17条、歯科医師法第 17条及び保健師助産師看護師法第 31条の解釈につい

て（通知）」（平成 17 年７月 26 日付け医政発第 0726005 号厚生労働省医政局長通知。以

下「平成 17年通知」という。）等においてお示ししてきたところである。 

今般、規制改革実施計画（令和６年６月 21 日閣議決定）において、平成 17 年通知等に

記載のない行為のうち、介護現場等で実施されることが多いと考えられる行為を中心に、

医行為ではないと考えられる行為を整理することとされた。 

これを踏まえ、医療機関以外の介護現場等で実施されることが多いと考えられる行為で

あって、原則として医行為ではないと考えられるもの及び当該行為を介護職員が行うに当

たっての患者や家族、医療従事者等との合意形成や協力に関する事項について別紙のとお

り列挙したので、医師、看護師等の医療に関する免許を有しない者が行うことが適切か否

か判断する際や、ケアの提供体制について検討する際の参考とされたい。 

なお、本通知については、厚生労働省社会・援護局、社会・援護局障害保健福祉部、老

健局及び医薬局並びにこども家庭庁支援局と調整済みである。また、当然のこととして、

医行為に該当しない行為についても、高齢者介護の現場等において安全に行われるべきも

のであり、また、行為の実施に当たっては、患者の状態を踏まえ、医師、歯科医師、薬剤

師又は看護職員と連携することや、必要に応じてマニュアルの作成や医療従事者による研

修を行うことが適当であることを申し添える。 

  

tomoya-t
テキストボックス
別添
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（別紙） 

（服薬準備等関係） 

１ 医師、看護師等の免許を有しない者によるいわゆる湿布の貼付（※１）又はその他の

医薬品の使用の介助ができることを医師、歯科医師又は看護職員が本人又は家族等に伝

えている場合に、事前の本人又は家族等の具体的な依頼に基づき、医師の処方を受け、

あらかじめ薬袋等により患者ごとに区分し授与された医薬品について、医師又は歯科医

師の処方及び薬剤師の服薬指導の上、看護職員の保健指導・助言を遵守したいわゆる湿

布の貼付又はその他の医薬品の使用の介助をすること。 

具体的には、 

① お薬カレンダーへ一包化された等の医薬品をセットすること 

② 服薬の直前に PTPシートから薬剤を取り出すこと（※２） 

③ 専門的な管理が必要無いことを医師若しくは看護職員が確認した皮膚に、いわゆ

る湿布を貼付すること 

※１ 鎮痛・消炎に係る効能・効果を有する貼付剤（麻薬若しくは向精神薬であるも

の又はステロイド外用剤等専ら皮膚疾患に用いるものを除く。） 

※２ PTPシートをハサミなどで１つずつに切り離さないよう留意すること。 

 （蓄尿バッグ交換等関係） 

２ 医師又は看護職員の立会いの下で安全に行えることを事前に確認された実施者が、蓄

尿バッグの破損等尿漏れを確認した際や、蓄尿バッグが膀胱留置カテーテルから外れた

際に、膀胱留置カテーテルと未開封・未使用の蓄尿バッグを接続すること。 

 

注１ 前記１に掲げるいわゆる湿布の貼付は、原則として医行為又は医師法第 17条、歯科

医師法第 17 条及び保健師助産師看護師法第 31 条の規制の対象とする必要があるもので

ないと考えられるものであるが、病状が不安定であること等により専門的な管理が必要

な場合には、医行為であるとされる場合もあり得る。このため、介護サービス事業者等

はサービス担当者会議の開催時等に、必要に応じて、医師、歯科医師、薬剤師又は看護

職員に対して、そうした専門的な管理が必要な状態であるかどうか確認することが考え

られる。さらに、病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、医師、歯科医師、薬剤師

又は看護職員に連絡を行う等の必要な措置を速やかに講じる必要がある。 

 

注２ 前記１に掲げる医薬品の使用の介助について、抗血栓薬といった特に安全管理が必

要な医薬品等服薬の内容によっては、医師、看護師等の医療に関する免許を有しない者

が当該行為を実施する際に注意すべきものや医師、歯科医師、薬剤師又は看護職員によ

る専門的な管理を必要とするものもあるため、当該行為の実施に当たってはこれらの免

許を有する者が判断し、服薬する医薬品の用法を遵守するとともに、その内容について

確認すること。 

 

注３ 前記２に掲げる行為は、原則として医行為又は医師法第 17 条、歯科医師法第 17 条

及び保健師助産師看護師法第 31 条の規制の対象とする必要があるものではないと考え

られるものであるが、介護サービスの事業者等は、事業遂行上、安全にこれらの行為が

行われるよう監督することが求められる。 
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注４ 前記２に掲げる行為については、以下に留意の上、実施すること。 

① 患者にいつもと変わった様子がないことを実施前に観察すること。 

② 排出された尿が膀胱内に逆流する等の可能性があるため、蓄尿バッグは常時患者の膀

胱より低い位置にすること。また、蓄尿バッグが汚染される可能性があるため床につ

かないようにすること。 

③ 膀胱留置カテーテルや接続チューブが折れ曲がったり、ベッド柵などで潰れたりして

いないか確認すること。また、膀胱留置カテーテル挿入時に膀胱内で膀胱留置カテー

テル先端のバルーンに水を注入し、膨らませて膀胱に留置しているため、膀胱留置カ

テーテルは引っ張らないようにすること。 

④ 蓄尿バッグの交換は、石鹸や擦式アルコール製剤を使用した手洗いを行った上で、手

袋を装着して行い、終了後も手洗いをすること。また、蓄尿バッグ側と繋ぐ膀胱留置

カテーテルの接続部は、接続前に消毒綿で拭いてから蓄尿バッグと接続すること。 

 

注５ 前記１に掲げるいわゆる湿布の貼付及び前記２に掲げる行為の実施に当たっては、

当然ながら患者本人や家族に対して分かりやすく、適切な説明を行うとともに、介護職

員等の実施する行為について患者本人や家族が相談を行うことができる環境作りに努め

ることが望ましい。また、必要に応じて、注１のサービス担当者会議の開催時等に医師、

歯科医師、薬剤師又は看護職員に相談する、必要に応じて書面等で指示を受ける、ケア

の実施後に医師、歯科医師、薬剤師又は看護職員に報告を行う等して適切に連携するこ

とが求められる。 

 

注６ 前記１及び２に掲げる行為について、看護職員による実施計画が立てられている場

合は、具体的な手技や方法をその計画に基づいて行うとともに、その結果について報告、

相談することにより密接な連携を図るべきである。また、前記２に掲げる行為は、破損

等尿漏れを確認した場合の行為であり、定期的な交換においては、医師又は看護職員が

膀胱留置カテーテル・蓄尿バッグの両方を交換すること。また、蓄尿バッグの交換につ

いて、医師又は看護職員の配置がある場合には、その指導の下で実施されるべきである。 

 

注７ 今回の整理はあくまでも医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法等の解釈に関

するものであり、事故が起きた場合の刑法、民法等の法律の規定による刑事上・民事上

の責任は別途判断されるべきものである。 
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